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院生の「授業力」、「生徒理解力」、「学校運営力」

能力の自己効力感を高める効果が著しい。 2) 職

業レディネスについて、二年次のストレートマス

ター院生は「主観的明確性」「客観的自覚」の項

目で有意に高い得点を示した。将来の職業にあた

って、二年次はどのような資質能力と適性を持っ

ているかがよりはっきりしており、現時点で自己

責任と能力の限界を誠実に認識できる。次に、第

四章にて行った関連性検討の結果をまとめると

次のようになる。一年次の場合、 3) 職業レディ

ネスは実践的能力の自己効力感に正の影響を及

ぼしている。そのうち、「客観的明確性」からの

影響がもっとも高い。 4) 職業レディネスと実践

的能力の自己効力感とともに「教職の有能感」に

影響を及ぼしている。「将来への関心」「主観的明

確性」「生徒理解力の自己効力感」からの正の影

響が顕著である。5) 自己効力感のうち、「生徒理

解力」のみが教職の有能感に正の影響を与える。 

一年生は「授業力」「学校外連携」「学校運営力」

など高度な専門的力量よりも子どもとの触れ合

い自体に重視することが推測できる。  

 二年次についての解釈は以下のようになる。  

 6) 職業レディネスは実践的能力の自己効力感

に正の影響を及ぼしている。そのうち、「主観的

明確性」からの影響がもっとも高い。 7) 職業レ

ディネスは教職の有能感、モラール、自律性に影

響する一要因である。 8) 専門職アイデンティテ

ィを確立するためには、学生の生徒理解力の自己

効力感、学校運営力の自己効力感、学校外連携の

自己効力感を高める工夫が必要である。また、調

査では教職の専門的力量より子どもとの触れ合

い自体に重視するようになる学生が多くみられ

たため、教科の授業以外にも生徒と深く関われる

場、または子どもとともに学び続ける場の整備が

重要であると考える。実践的な教育の場を継続的

に設け、より充実した教育機関との連携が求めら

れる。様々な校種の現職教員と交流する機会を多

く設定し、現場で求められていることと、学生自

身の足りないもの、それを補うためにすべきこと

を明確に持てる力を育てる機会と場が必要であ

ろう。今後は連携協力校とのより深い協力関係づ

くりにより、教職大学院教育の中核を担う「実習

科目」の質と量を保証することは期待されている。

「教科内容と授業の充実」「専門教科の教員の整

備」「現場実習による実践との往還」ということ

がストレートマスター院生のニーズであるため、

修士レベル化が進んでいる現段階において、教職

大学院の量的展開が一つであるが、より重要視す

べきなのは質をどのように維持し保証するかと

いうことである。今後は現場の課題の解決につな

がるような質のよい教職大学院の教員養成を提

供することが最優先となるため、それに対する明

確な改善策を進めていくことが重要であろう。最

後に、限界と今後の課題としては、①意識調査に

おける研究対象である。調査の時期には、一部の

二年次ストレートマスター院生が修了論文の作

成に追われており、アンケートに協力することは

難しいという結論に至り、最終的に研究対象が局

部的で不足なところが考えられる。②本研究は、

ストレートマスター院生の能力の実践的能力の

自己効力感、職業レディネス、専門職アイデンテ

ィティという三者の因果関係が明らかにできた

点もあるが、実践的能力の自己効力感、職業レデ

ィネス、専門職アイデンティティはどのような学

修内容と形式に関連すべきなのか、また、組織内

外においてどのような整備が必要なのかなどは

分析されていない。そこまで踏み込めなかったの

は筆者の至らなさであり、教職としての専門的資

質能力に関して、学生の到達度は問われ続ける必

要があり、学び続ける教員の具体像を考えながら、

教員養成段階、初任段階を支え、広げる学修内容

を教職大学院制度がどのように保障するのかが

課題として残されている。  
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【概要】  

 
序章  はじめに  

現代社会はグローバル化や情報化など大きく

変化しておりその課題の多様化が進んでいる。学

校は家庭や地域のニーズに沿った特色ある教育

活動を展開することが求められ、わが国では平成

19 年度から全国学力・学習状況調査がスタート

し教育活動の評価と改善が求められると同時に、

教師の質の向上も期待されている。近年では PISA

（国際学習到達度調査）や TIMSS（国際数学・理

科教育調査）などの国際比較調査結果への社会の

関心も高まっており、それらへの参加国では自国

の教育活動についての議論が展開されている。   

本研究で対象とするアメリカも例外ではなく、

1983 年に「危機に立つ国家」による教育の危機

的状況が訴えられ、全国的な教育改革運動へと発

展していった。同報告書では、公教育の水準低下

がアメリカ経済の危機であるとし結論づけられ

た。 2002 年には共和党ブッシュ政権による「ど

の 子 も 置 き 去 り に し な い 法 （ No Child Left 

Behind;以下、 NCLB 法）」が制定された。連邦政

府は「国家の経済危機」の原因が公教育の質の低

下によるものであるとし、教育補助金を交付する

代わりに公立学校への説明責任（以下、アカウン

タビリティ）を求めた。その結果毎年度実施され

る二教科のテスト結果で学校の質が評価される

ことになった。改善の見込みがないと判断された

学校は閉校に追いやられた。その結果カリキュラ

ムもテスト対象教科で高点数をとることに焦点

化され、アカンタビリティ上で重要ではない教科

の知識を習得したか否かは問題にされず「二教科

だけで成功を測ろうとする、官僚主義的な」（ラ

ビッチ  2010）政策となった。  

しかし、政策の効果というものは国や州レベル

というより「各学校や学級の諸条件および制約に

よって決定し、また学校や教室の中にこそ教育政

策者が学ぶべき多 くの 事柄がある」（ エルモア

1996）こと、また「教育改革上最も必要な基盤の

一つは教師達一人一人の教育に対するビジョン

であり、子ども達の夢を実現させるために授業を

設計し、理想的な学習環境を想定する教師達の力

が教育改革の出発点。」（ハマーネス  2001）であ

ると考える。筆者は、現在教員である立場からア

メリカが２教科のテスト結果のみで学校に制裁

を加えたことに大きな疑問を持つと同時に、教師

たちはその状況と NCLB 法をどのように捉えてい

たのかという疑問が残った。  

NCLB 法に関する主な先行研究では連邦政府や

州の公式文書、議会報告書、州の公開するテスト

データ、及び当時の新聞・世論調査の結果に基づ

き考察が行われてきた。一方、教師の視点を通し

た研究は管見の限り少なく、ハマーネスが指摘す

る「内からの改革」について十分に考察できてい

ないという課題がある。先行研究の結果は NCLB 

法の政策の結果を示すことはできても、教師に役

立つ教訓やフィードバックを十分に還元できて

いないと言える。したがって、これらの課題に応

えるために、議会報告書やテスト結果からは見え

ない教師の生の「声」から NCLB 法が学校に与え

た影響を捉え考察することが不可欠であると考

える。「人間は教育によってつくられ教育の成否

は教師にかかっている」（中教審 2013）のであり、

児童生徒と相互作用する一番の人物である教師

らの語りを通しアメリカの教育改革を内側から

捉えることでその課題を多面的に捉えることが

できると考える。教師の「語り」を通して NCLB

法の成果と課題に対する考察を深めていき、当時

の教師たちの具体的な取り組みや支援が、また連

－135－



邦政府と州のどのような支援や援助が子どもの

学力保障につながったのかその条件を探ること

ができると考える。   

本研究では、連邦政府による強制的な色合いの

強かった NCLB 法が与えた影響について当事者の

「語り」からその成果と課題を捉えていく。本研

究では「対話的構築主義」（桜井 2002）の立場を

とりライフストーリーの研究方法に基づきなが

ら教師の語りを解釈していく。したがって、本研

究の目的はアカウンタビリティをめぐる教師の

体験を記述することを通し今まで語られること

が少なかった当事者の思いや考え、また教師たち

の取り組みに何がどのように児童の学力に影響

していたか具体的な事象を明らかにしていくこ

と、また NCLB 法下で教師がそれらの体験をどの

ように意味付けているかを明らかにする。  

 

第二章  ユタ州における NCLB 法の影響と教

育政策  

ユタ州の NCLB 法の影響と教育政策本章では、

まず NCLB 法の問題点を整理するためにその概要

や成立背景を確認すると同時にユタ州の特異性

を明らかにした。資料は主に、連邦教育省の年次

報告書、全米教育情報センター、国立教育統計セ

ンター等の連邦レベルの報告書・統計調査書であ

る。ユタ州に関する資料は、ユタ州政府、ユタ州

教育庁の報告書及び統計調査書、紀要 /雑誌論文

などを基に検討を行った。ユタ州には、連邦政府

の教育政策よりも州の教育政策を優先させると

する全米唯一の州法（ HB1001）が成立しているが、

法案成立までの経緯について明らかにされてい

る先行研究は管見の限りない。この法案の成立に

ついて明らかにすることは政府が州に与えた影

響を考察する上で意義があると考える。そこで、

州法成立までの経緯を、州議会が公表している法

案 (Bill Text) 及 び 州 議 会 の ダ イ ジ ェ ス ト

(Legislative Counsel’ s Digest)からその経緯

を概観した。その結果、 NCLB 法の問題点は、市

場競争及び業績主義を取り入れるよう提案がな

され、対策として教師の質の改善のみに重点が置

かれていたことがわかった。また、 NCLB 法は、

「テストの結果を公表することが学校改革を促

進するとみなし、標準テストで高い点をとること

はよい教育を受けたことと同じであるという想

定に立っていた」（ラビッチ 2010）ことも確認で

きた。ユタ州法の成立ではマイノリティの割合が

高いという背景と州民も NCLB 法に反対意見が多

かったことがわかった。また、教育予算について

は子ども一人あたりの予算が全米で最も低く、一

位の州と比較すると約３分の１であった（図１を

参照）。そのような中でも学力実態調査 (NAEP)で

はリーディングでは全国平均を上回り、数学は全

国平均と並ぶという成績を修めている（図２参

照）。   

また州内では、独自の評価システムを採用し

ており、マイノリティの子どもへの配慮として彼

らは英語学習者のグループとして位置付けられ

た指導が行われている。詳細については第三章に

おいて明らかにする。  

 

第三章  ワシントン郡学区の教師へのイン

タビューを通して  

本章では、ワシントン郡学区の教師へのインタ

ビューを行った調査結果を明らかにする。  

＜研究方法＞  

本研究ではライフストーリー研究の方法を用

いた。 NCLB 法に関する先行研究では量的研究で

の仮説検証型研究が殆どであるが、本研究では

NCLB 法の成果と課題を考察するにあたり教師の
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邦政府と州のどのような支援や援助が子どもの

学力保障につながったのかその条件を探ること

ができると考える。   

本研究では、連邦政府による強制的な色合いの

強かった NCLB 法が与えた影響について当事者の

「語り」からその成果と課題を捉えていく。本研

究では「対話的構築主義」（桜井 2002）の立場を

とりライフストーリーの研究方法に基づきなが

ら教師の語りを解釈していく。したがって、本研

究の目的はアカウンタビリティをめぐる教師の

体験を記述することを通し今まで語られること

が少なかった当事者の思いや考え、また教師たち

の取り組みに何がどのように児童の学力に影響

していたか具体的な事象を明らかにしていくこ

と、また NCLB 法下で教師がそれらの体験をどの

ように意味付けているかを明らかにする。  

 

第二章  ユタ州における NCLB 法の影響と教

育政策  

ユタ州の NCLB 法の影響と教育政策本章では、

まず NCLB 法の問題点を整理するためにその概要

や成立背景を確認すると同時にユタ州の特異性

を明らかにした。資料は主に、連邦教育省の年次

報告書、全米教育情報センター、国立教育統計セ

ンター等の連邦レベルの報告書・統計調査書であ

る。ユタ州に関する資料は、ユタ州政府、ユタ州

教育庁の報告書及び統計調査書、紀要 /雑誌論文

などを基に検討を行った。ユタ州には、連邦政府

の教育政策よりも州の教育政策を優先させると

する全米唯一の州法（ HB1001）が成立しているが、

法案成立までの経緯について明らかにされてい

る先行研究は管見の限りない。この法案の成立に

ついて明らかにすることは政府が州に与えた影

響を考察する上で意義があると考える。そこで、

州法成立までの経緯を、州議会が公表している法

案 (Bill Text) 及 び 州 議 会 の ダ イ ジ ェ ス ト

(Legislative Counsel’ s Digest)からその経緯

を概観した。その結果、 NCLB 法の問題点は、市

場競争及び業績主義を取り入れるよう提案がな

され、対策として教師の質の改善のみに重点が置

かれていたことがわかった。また、 NCLB 法は、

「テストの結果を公表することが学校改革を促

進するとみなし、標準テストで高い点をとること

はよい教育を受けたことと同じであるという想

定に立っていた」（ラビッチ 2010）ことも確認で

きた。ユタ州法の成立ではマイノリティの割合が

高いという背景と州民も NCLB 法に反対意見が多

かったことがわかった。また、教育予算について

は子ども一人あたりの予算が全米で最も低く、一

位の州と比較すると約３分の１であった（図１を

参照）。そのような中でも学力実態調査 (NAEP)で

はリーディングでは全国平均を上回り、数学は全

国平均と並ぶという成績を修めている（図２参

照）。   

また州内では、独自の評価システムを採用し

ており、マイノリティの子どもへの配慮として彼

らは英語学習者のグループとして位置付けられ

た指導が行われている。詳細については第三章に

おいて明らかにする。  

 

第三章  ワシントン郡学区の教師へのイン

タビューを通して  

本章では、ワシントン郡学区の教師へのインタ

ビューを行った調査結果を明らかにする。  

＜研究方法＞  

本研究ではライフストーリー研究の方法を用

いた。 NCLB 法に関する先行研究では量的研究で

の仮説検証型研究が殆どであるが、本研究では

NCLB 法の成果と課題を考察するにあたり教師の

声にスポットをあて「出来事の生起やプロセスや

見ているだけではわからない調査対象者の主観

的意味世界。」（蘭  2009）を明らかにすることを

目指した。ライフストーリーは「あらたな社会的

現実を記録することを可能にし、同時にそれは語

られないことの意味を考察する絶好の機会」（桜

井  2012）であり、「数量分析をやっていく中で、

どうしても接近することができない人々の意識、

感情レベルの問題をとらえたいと思ったとき、ラ

イフストーリー・インタビューが適切な方法」（塚

田  2008）となる。そして NCLB 法が終結した今、

教師は「現在」から「過去の出来事」を振り返り

ながら体験を意味付け整理することができる。以

上のような理由で本研究にはライフストーリー

が適していると判断した。  

＜調査対象者＞  

本研究の対象者はユタ州ワシントン郡学区の

公立小学校教師である。筆者は、2014 年４月８ .

１０日にワシントン郡学区ある３つの小学校を

訪問し教師へのインタビュー調査を行った。また、  

2015 年３月２８日 .４月１３日にユタ州を再訪問

し、インタビュー及びインタビューの内容の確認

作業を行った。該当人物の名前はイニシャルで表

記している。ユタ州の選択理由はまず、連邦政府

の政策よりも州の政策を優先させる州法を持つ

というユタ州の独自性。次に、教育予算が国内最

低水準である条件のもと学力実態調査において

好成績を修めていること。最後にマイノリティの

人口割合が高く、 NCLB 法が主な目的としていた

マイノリティの学力向上について教師の語りか

らその成果と課題を検討することができると考

えたためである。特に、学区及び学校の選択には、

「方法論の観点から、質的研究は調査対象の性質

によりフィールドやそこの興味深い人物やプロ

セスにどうアクセスしたらよいかという問いが

特に重要になってくる」（フリック  2011）ため、

情報提供者である B 氏の助言を受けた。B 氏は２

０年の教員と６年間の校長経験があり現在は学

区内の PE コーチという立場にある。 B 氏は「現

場の社会や文化をよく理解している」人物であり、

該当学区の状況を「客観的な視点で学校教育を捉

え、かつ目の前の現象について説明をすることが

できる人物」（谷 2009）であるといえる。  

＜データの収集とその方法について＞  

インタビューの際の倫理的配慮として、事前に

E-mail にて調査の趣旨を伝えた上で同意書を交

わしている。半構造インタビューとして最初に

NCLB 法の影響について、どのような出来事があ

り、どのような思いがあるか、子供や保護者及び

コミュニティ環境における変化はあったと感じ

るかを自由に語ってもらった。また NCLB 法がも

たらしたものは何かという質問を行った。その後、

録音した発話を逐語に起こした。考察の段階にお

いては日本語を使用し教師のライフストーリー

を彼らの言葉を生かすよう記述することに努め

意味付けを行った。教師たちが実際に語った言葉

は斜体にて示し、筆者の補足は（  ）内に表した。

尚、３つの小学校において各４、５名に対しイン

タビューを行ったが本論文では以下の３人のス

トーリーを取り上げた。  

 

調査日  学校名  職務  仮名  経 験 年

数  

2014/4/9 R 小学校  Title1 コ ー

ディネーター  

Mr. P 20 年  

2014/4/10 A 小学校  校長  Mrs.S 23 年  

2014/4/11 S 小学校  教師  Mrs.H 19 年  

 

＜結果＞  

ここでは、３人のストーリーを取り上げ教師た

ちが NCLB に対しどのような印象を抱いていたか、

また学校や学級ではどのような教育活動が展開

され、どのような事象があったか、そして NCLB

法の影響に対する教師の思いや考えを中心にス

トーリーを再構成した。インタビュー結果の概要

は以下に示す。  

①   R 小学校における P 氏のストーリー   

R 小学校校区内には先住民保護区があるためパ

イユート族（ Paiute）のインディアンの児童が多

く在籍する。そのためタイトルⅠスクールの指定

を受けており、P 氏はタイトルⅠコーディネータ

ーとして「校長の補佐」という立場で勤務してい

る。補佐といっても教育予算不足の影響で「教頭」

の役職はないという。   

P 氏のストーリーは、以下にまとめられる。ま

ず は テ ス ト 結 果 に よ る 閉 校 の 危 機 を 乗 り 越 え

2010 年にはタイトルⅠ優良校として表彰を受け

るまでテストの伸びがあったこと。その裏には教

育委員会の支援として特別な予算編成による専

門能力開発チームの派遣があった。P 氏は次のよ

うに振り返った。 NCLB 法は職を失うという不安

をもたらしたが、同時に訓練を通し教師の技術を

高めたことが子どもの学力保障につながったと

思う。この法によりマイノリティの子どもの学力

に注目が集まるよいきっかけとなった。次に、州

独自の評価システムへの満足感である。政府の

AYP 評価は学年の平均値を前の年のグループと比

較します。（ユタ州の場合は）それらの子ども達

が伸びを観察していくため個人に注目します。３
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つ目は毎日３０分間の少人数指導の取り組みの

なかでマイノリティの子供達への個別支援を行

っていること。４つ目は  P 氏自身の「チャイル

ドセンタード」の意味を語ってもらった。 P 氏に

とりそれはユタの文化であり、子どもは最も大切

なものという考えが教員と保護者の間に浸透し

ていて学習支援員として保護者のサポート体制

があるということだった。最後は教育予算が低い

ということに不満はあるがそのような条件のも

とで親を含む自分たちが一生懸命に働いている

ことに満足していると語った。  

②  A 小学校  S 校長のストーリー   

A 小学校にはマイノリティが少なくテストも州

では上レベルに位置する学校である。S 校長は隣

に併設されている幼稚園の園児を招き入れ 1 日

に１時間ほどリーディングやライティングの指

導を行っている。S 校長は入学前からの学習準備

が子どもたちに「イノベーション」を起こしその

ような働きかけが結果に表れると語った。また、 

NCLB 法が市やコミュニティに与えた影響は大き

かったという。成績を達成できなかった教師の実

名が新聞で報道され、保護者には「失敗校なので

成功校に転校することができる。」という旨の案

内が配布されたという。S 校長はこの経験は「一

生懸命に働いている教師にとって辛いことだっ

た」と振り返った。しかし、今ではそのような事

態はなく子どもにとっても安心してテストが受

けられる状態にあると語った。 NCLB 法が与えた

閉校という罰は子どもにも不安をもたらしたこ

とがわかる。最後に、 S 校長にとってチャイルド

センタードとは、「全ての子供達のニーズにそっ

た学びを提供すること」だという。例えば、gifted

プログラム、 STEAM プログラムなど、どんなレベ

ルの子どもも学ぶ機会があるようにそれらを準

備します。それが、私たちの（そうあるべきだと

感じる）学校なのです。  

③  S 小学校  教師  H のストーリー   

H さんは勤務校では二年目に入り、特別支援の

免許も持つ経験豊かな教員である。彼女はまず、

メディアの報道が親達に不必要な不安を煽り当

てていることを指摘した。そのためにテスト受験

を拒否した子どもがおり、H さんは困惑している

という。「テストデータは教師がその子どもに対

し弱点を克服させる手立てを考える上で不可欠

なもの」であり、「テスト自体が悪いのではなく、

メディアの報道の仕方などその取り扱い方に問

題がある」と感じている。 H さんのチャイルドセ

ンタードとは「子どもたちを自分の未来だと受け

止めること」である。  H さんは、自分自身が過

去にリーディングが苦手で全く文字が読めない

子どもであったため、そのような不安を抱えてい

る子どもの気持ちを理解することができ、支援の

ためには努力を惜しまない決心があるという。彼

女は子どもたちを生涯学び続ける人に育てたい

と願っておりそれらの働きも管理職との強い信

頼関係があってこそ成り立つと語った。  

 

終章  おわりに  

本研究では、教師の語りを通し以下の事柄が明

らかになった。 W 学区の外部教師（ P.E コーチ）

の活用は、外部の人材活用の有効性を示唆してい

る。学力テスト結果に対するメディアの報道のあ

り方が子どもにも影響することを心に留めるべ

きでありその解決策が求められる。州評価システ

ムは、一人一人の細かい追跡に時間を要し大きな

負担を与えると推察できる。しかし、教師はその

システムの視点が点数ではなく子供にあること

に満足感を抱いていた。最後にどの学校でも子供

達の成長のために働き導くことを教師の喜びと

している姿があった。そのような姿はテストの結

果だけを表した報告書には表れてこない。以上の

ことから当事者の語りを通し与えられた具体的

な示唆を学校に還元できることがわかった。  

しかしながら、本研究においては課題も残され

ている。言語が英語であるため本来の意味合いに

ついて発話者や協力者との十分な確認作業や深

いストーリーを導きだすための交流が必要であ

ったが地理的な制限のために不十分さが残った。

また、ライフストーリーという方法から一般化は

目指せない。しかし本研究では一般化を目指さ  

ず一教師にスポットをあてた。したがってこれか

らの課題は教師に視点を当て見えてきた具体的

な取り組みや工夫を評価し活用するシステム作

りだと言える。  
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